
 

令和５年度食育指導者養成研修 実施要項 

 

１ 目 的 

食は、人間の活動の源であり、健康の維持のほか意欲や気力といった精神面の充実に大きく関わっ

ている。そのため、心身の健康の基礎を培う重要な時期である小学校や中学校における食育の推進

を図っていくことで、子供たちに食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけさせること

が大切である。食生活の乱れや肥満・痩身傾向等、子供の食に関する課題を解決するためには、学

校、家庭、地域が連携して効果的に子供の食に関する自己管理能力の向上を目指すことが重要とな

る。 
本研修では、学校全体で校長のリーダーシップの下に、日々の教育活動、学校の資源を一体的にマ

ネジメントした各学校や地域の実態等に即した食育推進のための方策について学ぶ。さらに、１）子

供たちの食に関する諸課題の改善に専門的知見を活用し、組織的な取組を実践する力、２）学校をは

じめ、地域等の研修において食育を推進する力、を習得した指導者の養成を図る。 

 

２ 主 催  独立行政法人教職員支援機構 

 

３ 共 催  文部科学省 

 

４ 期間等  令和５年１０月４日（水）から令和５年１０月６日（金）までの３日間 

 

５ 実施方法 Web会議サービスを用いた同時双方向通信によるオンライン研修（Ａタイプ） 

 

６ 配信元  独立行政法人教職員支援機構 つくば本部 

       〒305-0802 茨城県つくば市立原３番地 

 

７ 標準定員 １２０名 

 

８ 受講者 

（１）受講資格 

① 都道府県・指定都市・中核市教育委員会の指導主事、学校栄養職員等及び教育センターの研

修担当主事等であって、食に関する指導を担当する者 

② 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長、副校

長、教頭、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、教諭及び学校栄養職員等であって、学校や当該地

域における本研修の内容を踏まえた研修のマネジメントを推進する指導者としての活動を行う

者  

③ 当機構の修了証書をもって単位認定を行う（予定を含む）教職大学院の学生（教職経験のあ

る者に限る） 

※ 「第５次男女共同参画基本計画」（令和２年１２月２５日閣議決定）を踏まえ、本研修にお

ける女性教職員の割合を２５％以上とすることを、当機構として目標としている。女性の積極

的な推薦について配慮すること。 

 

（２）推薦人数 

推薦する場合、以下のとおりとする。 

各都道府県教育委員会においては２名程度とする。各指定都市教育委員会、各中核市教育委員

会、各都道府県知事部局、附属学校を置く各国公立大学、国立青少年教育振興機構等においては１

名程度とする。 
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（３）推薦手続 

 推薦期限は、令和５年８月１８日(金)とする。 

  各都道府県・指定都市教育委員会等においては、候補者を取りまとめて「研修システム」に

より推薦を行う。ただし、中核市教育委員会においては、［様式１］により都道府県教育委員

会に連絡し、都道府県教育委員会が「研修システム」により推薦を行う。 

 

（４）受講者の決定 

各都道府県・指定都市教育委員会等からの推薦に基づき、教職員支援機構が決定し通知す

る。ただし、標準定員を超過する場合は、受講者数を調整することがある。そのため、「研修

システム」により推薦を行う際に、候補者毎に推薦順位を入力すること。 

 

９ 研修内容 

日程表は「別紙１」のとおりとする。 

※本研修は、小学校及び中学校における食育の推進を中心とした研修構成であるが、各論によって

は高等学校等との連携を意識した指導の在り方についても触れていくこととする。 

 

１０ 事前課題 

（１）研修成果活用計画書の作成 

   受講者及び所属長は事前に「研修成果活用計画書」を作成し、提出すること。なお、様式、提出

方法等については、受講者決定時に別途連絡する。 

 

（２）その他の事前課題 

   その他の事前課題がある場合は、受講者決定時に別途連絡する。 

 

１１ 研修成果の活用 

   本研修は、受講者の研修成果を各学校や当該地域で活用することを前提としている。そのため、

研修終了後、１年程度の期間を経た後に、研修成果の活用状況（研修企画、研修講師、他校訪問

等）についてのアンケート調査を実施する。推薦者は、研修修了者に対し、研修成果を効果的に活

用する機会の提供、確保等の配慮をすること。 

 

１２ その他 

（１）所定の過程を修了した受講者には、修了証書を授与する。受講者推薦の際に、必ず受講者の氏

名を確認し、正確に記入すること。 

（２）本研修は、Web会議サービス「Zoomミーティング」（（株）Zoomビデオコミュニケーションズ）

を用いて同時双方向通信を行うオンライン研修である。受講にあたっては、当該ソフトウェアの

インストールやインターネット通信環境の確保の他、相互に音声・映像をやりとりする協議等が

できるよう、音声マイク・Webカメラ等の必要機器を備えた端末を、一人一台準備すること。 

（３）受講者が研修に専念できるよう、推薦者には適切な受講環境及び研修時間の確保等、特段の配

慮をお願いする。 

（４）本研修の受講に際し、特別な配慮が必要な者（障害、持病等）を推薦する場合には、事前に当機

構に相談すること。 
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10/4
(水)

8:30 9:00

開講に
あたって

第１講　講義・協議（80分） 

受付 休憩
オリエン

テーション 休憩

9:359:15

令和５年度食育指導者養成研修　日程表

16:20  16:35

各教科等における食に関する
指導のポイント

【家庭、技術・家庭】

文部科学省初等中等教育局
教育課程課

教科調査官　　熊谷　有紀子

第４講　講義・協議（75分） 第３講　講義・協議（75分）第２講　講義・協議（75分）

学校における食育の推進の必要性

文部科学省初等中等教育局
健康教育・食育課

食育調査官　　山上　望

学校給食を活用した食育の推進

文部科学省初等中等教育局
健康教育・食育課

学校給食調査官　　齊藤　るみ

各教科等における食に関する
指導のポイント

【体育、保健体育】

スポーツ庁
政策課

教科調査官　　横嶋　剛

昼食休憩
（60分）

リフレクション

14:4513:30 14:55

10/5
(木)

8:30 8:55

10/6
(金)

8:30 8:55

第９講　演習・講義（200分） 　※途中休憩あり

各教科等における食に関する
指導のポイント

【総合的な学習（探究）の時間】

愛知淑徳大学
准教授　　加藤　智

各教科等における食に関する
指導のポイント

【特別活動】

文部科学省初等中等教育局
視学官　　安部　恭子

ミーティ
ング

ミーティング

第５講　講義・協議（75分） 第６講　講義・協議（75分）

受付

受付

15:50 16:20 16:30
第11講

個人演習

リフレクション
閉講に

あたって
活用計画の

再検討
（25分）

第１０講　発表・協議（115分）　※途中休憩あり

12:309:10

昼食休憩
（60分）

13:30 15:25

16:109:45 11:05 12:3011:15

休憩
休憩

学びの活用計画の作成

文部科学省初等中等教育局　健康教育・食育課
食育調査官　　山上　望

文部科学省初等中等教育局　健康教育・食育課
学校給食調査官　　齊藤　るみ

教職員支援機構

活用計画の発表

文部科学省初等中等教育局　健康教育・食育課
食育調査官　　山上　望

文部科学省初等中等教育局　健康教育・食育課
学校給食調査官　　齊藤　るみ

教職員支援機構

休憩 休憩 休憩

9:20 10:35 12:0010:45

昼食休憩
（60分）

13:00 14:15

第７講　講義・協議（75分）

16:30

第８講　講義・協議（85分）

リフレクション

食育を効果的に推進するための
カリキュラム・マネジメントの進め方

新潟医療福祉大学
健康科学部健康栄養学科

教授　　森泉　哲也

個別的な相談指導

神奈川県立保健福祉大学大学院
保健福祉学研究科

研究科長　　鈴木　志保子

14:25 15:50 16:00
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① 受講者決定通知受領 

② 事前課題作成・提出 ※「研修成果活用計画書」は作成の上、推薦機関に提出ください。 

 

 

 

１ 研修用 Zoomミーティング情報について 

 （１）研修用 Zoomミーティング ID等 

    

 

  

（２）受付日時 

    

 

      

２ 受講環境・事前接続テスト等について 

（１）受講環境等について 

◆ インターネットに接続された PCやタブレットを１人１台用意してください。常時接続が必

要なため、通信環境に留意してください。また、研修中はグループ協議を行うため、Webカメ

ラやマイクも御用意ください。 

なお、PCは Windowsもしくは MacOSを推奨しています。ChromeOSの PCや iPad等のタブレ

ットでは、Zoom のホワイトボード機能が使用できない場合がありますので御注意ください。 

◆ 本研修では、演習で Word形式のファイルを使用する可能性があります。研修中、Wordファ

イルが操作できる端末の用意をお願いします。（Zoomに接続する端末と異なる端末でもかまい

ません。） 

 （２）使用システムについて 

     本研修は、以下のシステムを使用します。各システムのマニュアルは、当機構 Web ページ

（https://www.nits.go.jp/training/relevantdata/elearning.html）からダウンロードし、必

ず一読のうえ、受講いただくようお願いします。 

◆ Zoom：研修を受講（講義への参加、グループ協議等）するために使用します。  

◆ 「学びばこ」：講義資料等のダウンロード、研修に関するアンケートに回答するために使用

します。 

（３）事前接続テストについて 

  ・Zoomの接続確認のため、テスト日（参加任意）を設けます。（所要時間：５～１０分程度） 

  ・Zoomのミーティング ID とパスコードは、研修用と同じになります。 

  ・日時 ９月２７日（水） ９時００分～９時３０分、１６時３０分～１７時００分 

※上記時間内で任意の開始時刻から５～１０分程度で接続確認可能 

 

３ 研修受講の流れ 

 

 

 

 

ミーティング ID パスコード 

推薦担当者からの配付資料をご参照ください。 

１日目 ２・３日目 

８時３０分～９時００分 ８時３０分～８時５５分 

 

令和５年度食育指導者養成研修 

受講に当たっての留意事項 

https://www.nits.go.jp/training/relevantdata/elearning.html
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③ 講義資料の取得 ※研修開始の１週間前までに「学びばこ」に掲示予定です。 

④ 研修受講 

※講義資料のダウンロード、アンケート回答等…「学びばこ」 

研修の受講（講義視聴、協議等）…Zoomミーティング 

 

⑤ 修了証書受領 ※「学びばこ」から修了証書（PDFデータ）をダウンロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事前課題について 

  【資料３】参照。 

事前課題の様式の取得方法・ダウンロードの説明についても記載してあります。 

 

５ 携行品について 

（１） 研修で使用するため持参する資料等 

① 各講義資料 

② 受講者用 Zoomマニュアル 

   ③ グループ名簿（グループ協議・演習がある場合に「学びばこ」に掲載いたします） 

   ④ その他（各研修で必要とするもの、「学びばこ」から別途周知します） 

 

※受講者用 Zoomマニュアル、「学びばこ」利用マニュアル 

（https://www.nits.go.jp/training/relevantdata/elearning.html） 

 

６ 講義資料、活用許諾等について 

（１）講義資料の配付方法 

研修開催の１週間前までに電子データを「学びばこ」に掲載します。 

 （２）講義資料の著作権と活用許諾について 

    資料活用の許諾の有無、範囲は、各講義資料の表紙に明示します。 

（３）講義の録音、撮影について 

    著作権及び肖像権の都合上、講義動画の録音、撮影については禁止します。 

なお、研修中は、教職員支援機構の事務局が、記録のためにレコーディングをする場合がありま 

すので、あらかじめ御了承ください。 

 

７ 修了証書発行について 

本研修の修了証書は「全講義の受講を終了」した受講者に対して発行します。 

 

 

当機構ホームページ TOP＞研修・セミナー＞NITSオンライン研修 受講用ページ＞ページ下部 

https://www.nits.go.jp/training/relevantdata/elearning.html
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８ 緊急時の連絡について 

（１）教職員支援機構から連絡する場合 

    緊急時の連絡（自然災害等により研修開始が遅れる場合等）がある場合は、「学びばこ」ログイ 

ン後のページ上部に「お知らせ」として掲示します。また、「学びばこ」に登録されているメール 

アドレス宛てに配信します。 

（２）受講者から連絡する場合 

    遅刻、早退、欠席をする場合は、事前に必ず下記問合せ先及び推薦者（教育委員会等）に連絡し 

てください。研修当日にやむを得ず遅刻、欠席等の事態が生じた際は、下記問合せ先に連絡すると 

ともに、推薦者にも連絡するようお願いします。 

   また、受講途中に受信状況が悪くなり、受講が難しくなった場合は、速やかに下記問合せ先へ連 

絡してください。 

 

９ その他 

（１）氏名等の確認について 

    【資料５】に記載されている氏名、情報等を必ず御確認ください。誤り・訂正がある場合は、下 

記問合せ先までお知らせください。なお、メールアドレスが未登録の場合や誤りがある場合、「学

びばこ」で登録・変更を行ってください。（「学びばこ」利用マニュアル２．参照） 

（２）メールの受信設定について 

迷惑メールのフィルタリング等の設定を行っている場合は、「@ml(ｴﾑｴﾙ).nits.go.jp」および 

「@nits.go.jp」のドメインからのメールを受信できるよう設定してください。 

（３）追加の連絡等がある場合は、学びばこログイン後のページ上部に「お知らせ」として掲示します。 

ログイン時、「お知らせ」欄を確認いただくようお願いします。 

 

 

 

 

独立行政法人教職員支援機構（荻原、畑中） 

〒305-0802 茨城県つくば市立原３番地 

TEL:029-879-6978,6994 FAX:029-879-6645 

E-mail:t-online@ml.nits.go.jp 

＜問合せ先＞ 

mailto:t-online@ml.nits.go.jp
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取組・課題等について 

1 取組・課題等一覧 

取組時期 内容 取組・提出方法等 提出時期 

研修開催前 （課題様式 1）

研修成果活用 

計画書 

・推薦者の指定する方法により推薦者に提出

（その後、推薦者から教職員支援機構に提出） 

・ファイル名は「受講者番号（半角３桁）_ 氏

名」とすること。（例：001_筑波未来） 

推薦者の指定した期日 

各講義の 

事前課題等 

・事前課題、準備物、お知らせ等は、令和５年９月２０日（水）までに 

「学びばこ」を通じて随時連絡します。 

Zoomの操作練習 ・グループ協議を円滑に進めるため、チャットや

画面共有の使用等（Zoom マニュアル参照）がで

きるように準備する 

なし（提出不要） 

研修中 

研修終了後 

アンケートの 

記入 

・「学びばこ」上で各講座のアンケート及び研

修全体に関わるアンケートへ回答する 研修中に御案内予定 

研修終了か

ら約 1年後 

研修成果の活用

に関する調査

（アンケート）

回答 

・研修成果の活用内容、方法に関するアンケート 

に回答 

※回答方法は回答期日前に別途案内します。 
令和７年１月 

 

2 （課題様式 1）研修成果活用計画書について 

様式（Word ファイル）は、当機構 Web ページ（ https://www.nits.go.jp/training/102/013.html ）からダ

ウンロードしてください。Webページへの掲示のお知らせは「学びばこ」でも行います。 

（TOPページ＞研修・セミナー＞食育指導者養成研修＞ページ下部「ダウンロードデータ」） 

本研修は、研修後の成果活用を通して、１）子供たちの食に関する諸課題の改善に専門的知見を活用

し、 組織的な取組を実践する力、 ２）学校をはじめ、地域等の研修において食育を推進する力、の養成

を目的としています。本研修の趣旨を踏まえ、各地域や学校において研修成果を活用するために、事前に

研修成果活用計画書（課題様式１）を作成してください。 

・提出方法…推薦者の指定する方法   ・提出期限…推薦者が定める期限 

・提出するファイル名…「受講者番号（半角３桁）_ 氏名」とすること。（例：001_筑波未来） 

 

3 研修成果の活用に関する調査（アンケート）回答 

研修成果の活用内容、方法に関するアンケートに回答してください。回答方法の詳細は提出受付開始前

に、研修受講時の所属先へハガキを送付しお知らせします。 

回答期限･･･令和 7年 1月 10日 

       ※提出受付は令和 6年 11月下旬を予定しています。 

回答方法･･･当機構のシステム（研修システム）上で提出（「学びばこ」と異なるシステムです。） 

https://www.nits.go.jp/training/102/013.html


【資料４】


